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は じ め に 
 

 練馬区の 65歳以上の人口は、平成 18年１月現在で約 12万１千人、区人口に占める

割合は 17.6％ですが、平成 25年には 20％を超える超高齢社会になると予測しています。

また、いわゆる団塊の世代をはじめ生活様式や価値観の多様な高齢者の増加も予想され

ています。定年退職後もＮＰＯやボランティアなど社会参加を望まれる方々のために、

多様な活動の機会を確保し、活力ある社会としていくことが望まれます。 

 一方、今後ますます増加する要介護、認知症、ひとりぐらしなどの高齢者に対して、

地域でケアしていく体制を構築するとともに、介護予防を推進し、持続可能な制度とし

ていくために、このたび介護保険制度の大幅な改正が行われました。さらに、医療保険

制度においても、医療費の適正化と新たな高齢者医療制度の創設も予定されています。 

 このような制度改正の動きを踏まえつつ、区では高齢者一人ひとりが生涯にわたって

健やかで自立した生活を営むことができる豊かな社会を目指して、高齢者保健福祉計画

と介護保険事業計画を一体化して改定いたしました。改定にあたっては、高齢者とこれ

から高齢期を迎える区民の意識・意向を把握するため高齢者基礎調査を実施するととも

に、区民や有識者の皆さまのご意見を伺ってまいりました。高齢者自身が社会の担い手

として活躍し、健康でいきいきと暮らしていけるように、また、要介護状態になっても

住み慣れた練馬で安心して暮らしていける地域包括ケアシステムの確立を目指して、多

岐にわたる施策を内容とする計画といたしました。この計画を区民の皆様とともに推進

していくことにより、安全・安心で、いきいきと暮らせる地域社会を築いていくことが

できると考えております。 

 最後になりましたが、計画改定にあたり、区議会、高齢者保健福祉懇談会、介護保険

運営協議会および区民の皆様から多くのご意見を賜りましたことに心から感謝申し上げ

ます。 

 

平成 18年（2006年）３月 
練 馬 区 長 志 村 豊 志 郎 
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第１章 総論 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[１] 計画策定の趣旨等 

 

 １ 策定の趣旨 
   高齢化の急速な進行、ひとりぐらしの高齢者や認知症の高齢者の増加、介護保険制度の改
正など高齢者を取り巻く状況は大きく変化しています。また、団塊の世代（昭和 22～24 年
生まれ）の方の定年退職が目前に迫っています。これらの状況に的確に対応し、安全・安心
で、いきいきと暮らせる高齢社会を実現していくため、第２期高齢者保健福祉計画（介護保
険事業計画）[計画期間：平成 15～19 年度]を見直し、第３期高齢者保健福祉計画・介護保
険事業計画[計画期間：平成18～20年度]を策定しました。 

 ２ 計画の位置付け 
  ○ 高齢者保健福祉計画は、高齢者の健康と福祉の増進を図るため、老人保健法第 46 条の

18 および老人福祉法第 20 条の８の規定に基づき策定した計画です。また、策定に当たっ
ては、高齢社会対策を総合的に推進するため定められた高齢社会対策基本法等の趣旨も踏
まえています。 
○ 介護保険事業計画は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るため、介護保険
法第117条の規定に基づき策定した計画です。 
○ 区では、高齢者の保健福祉施策の総合的な推進を図るため、両計画を一体的な計画とし
て策定しました。 

  ○ この計画は、区の長期的・総合的な計画である新長期計画[計画期間：平成18～22年度]
の高齢者保健福祉に関する部門別計画として位置づけられています。 

 ○ この計画は、つぎの関連計画と整合性を保ちながら策定しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 共 通 理 念 】  
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 ３ 計画期間 

   計画期間は、介護保険法の改正により変更された介護保険事業計画の期間に合わ

せて、平成 18～20 年度の３か年としました。計画の最終年度の平成 20 年度に見

直しを行い、平成 21 年度を計画の始期とする第４期計画を策定する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 計画策定までの経過 

   (1) 区民等の意見の反映 

     区民や学識経験者等から構成される高齢者保健福祉懇談会および介護保険

運営協議会における検討結果を踏まえ、計画を策定しました。また、区民意見

反映（パブリックコメント）制度に基づき、計画素案の段階で区民意見の募集

を行い、計画への反映に努めました。 

 

   (2) 区内部組織による検討  

     区職員から構成される高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会を

設置し、計画を策定しました。 

 

※ 計画策定の経過については、資料（135～146 ページ）もあわせてご覧く

ださい。 

 

 
15 
年度 

16 
年度 

17 
年度 

18 
年度 

19 
年度 

20 
年度 

21 
年度 

22 
年度 

23 
年度 

         

 
 

第 ３ 期 

 

見直し 

第 ４ 期 
（予 定） 

第 ２ 期 

見直し 



 

［２] 基礎資料 
 
１ 人口推計等 

(1) 練馬区の人口推計 
   区における平成 17 年現在の 65 歳以上の高齢者人口は、約 11 万 7 千人、区の人口に占め
る割合（高齢化率）は、17.1%です。今後さらに、高齢者人口の増加、高齢化率の上昇が見
込まれています。 単位：人

区   分 
平成17年 
(2005年) 

平成18年 
(2006年) 

平成19年 
(2007年) 

平成20年 
(2008年) 

平成25年 
(2013年) 

平成30年 
(2018年) 

平成35年 
(2023年) 

総 人 口 684,365 688,950 692,994 696,219 706,966 709,884 709,293 

年 少 人 口 
(０～14歳) 

89,352 
13.06%  

89,772 
13.03% 

89,982 
12.98% 

89,849 
12.91% 

85,938 
12.16% 

77,660 
10.94% 

70,618 
9.96% 

生産年齢人口 
(15～64歳) 

477,711 
69.80%  

477,917 
69.37% 

477,316 
68.88% 

476,923 
68.50% 

478,076 
67.62% 

477,812 
67.31% 

483,642 
68.19% 

高 齢 者 人 口 
(65歳以上) 

117,302 
17.14%  

121,261 
17.60% 

125,696 
18.14% 

129,447 
18.59% 

142,952 
20.22% 

154,412 
21.75% 

155,033 
21.86% 

前期高齢者 
(65～74歳） 

69,478 
10.15%  

70,472 
10.23% 

71,799 
10.36% 

72,331 
10.39% 

71,581 
10.13% 

74,070 
10.43% 

69,621 
9.82% 

 

47,824 50,789 53,897 57,116 71,371 80,342 85,412 後期高齢者 
6.99%  7.37% 7.78% 8.20% 10.10% 11.32% 12.04% (75歳以上) 

注：○ 平成17年は１月１日現在（外国人登録者数を含む）の実数値、18年以降は、当該年の１月１日
の推計値である。 [出典：練馬区年齢別人口推計表(平成17年 7月)] 

 
(2) 元気・特定（虚弱）・要介護高齢者の推計 

             単位：人 
 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

120,402 124,593 128,516 132,285 第１号被保険者数 
96,752 99,474 101,608 103,653 元気高齢者 
80.36% 79.84% 79.06% 78.36%  第１号被保険者数に占める割合 
5,297 5,482 5,655 5,821 特定（虚弱）高齢者 
4.40% 4.40% 4.40% 4.40%  第１号被保険者数に占める割合 
18,353 19,637 21,253 22,811 要介護高齢者 
2,004 6,903 7,807 8,464 

 4

要支援 
要介護 16,349 12,734 13,446 14,347 

 

15.24% 15.76% 16.54% 17.24% 第１号被保険者数に占める割合 

（注）○第1号被保険者数は、介護保険制度における練馬区内に住所を有する65歳以上の高齢者等である
ため、(1)の表の高齢者人口とは異なる。なお、各年度の人口は、平成17年度は10月 1日の実数
値、平成18年度以降は当該年度10月１日の推計値である。 
○元気高齢者の出現率：100％－（特定（虚弱）高齢者の出現率＋要介護高齢者の出現率）とした。 
○特定(虚弱)高齢者の出現率：介護保険制度内に位置づけられた地域支援事業の対象者の割合(練馬
区の場合4.40%)とした。 
○要介護高齢者の出現率：高齢者人口に対する第１号被保険者（65 歳以上）の要支援・要介護認定
者数を使用した。 
○要支援の区分は、平成17年度は要支援、平成18年度以降は要支援1・2である。 
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２ 練馬区高齢者基礎調査から見た高齢者の現状と意向   

   区では、計画策定に当たり基礎資料とするため、平成 16 年度につぎのとおり高齢者基礎

調査を実施しました。 

   ６種類の調査のうち、「高齢者一般調査」「介護保険サービス利用者調査」「介護保険サー

ビス未利用者調査」の結果を一部抜粋し、高齢者を取り巻く現状や高齢者の考え方などを紹

介します。 

 

調 査 名 
（ 調 査 期 間 ） 

調 査 対 象 
有効回収数 
(有効回収率) 

①高齢者一般調査 

(平成 16 年 11 月 19 日～ 

12 月９日) 

 住民基本台帳から介護保険の認定を

受けている方を含む 65 歳以上の方を

無作為に 3,000 人抽出しました。 

2,246 人 

（74.9%） 

②介護保険サービス利用者 

調査 

(平成 16 年 11 月 19 日～ 

12 月９日) 

 介護保険の認定を受けており、かつ介

護保険サービスを利用している 65 歳

以上の方を無作為に 3,000 人抽出しま

した(調査①の調査該当者を除きます)。 

1,960 人 

（65.3%） 

③介護保険サービス未利用

者調査 

(平成 16 年 11 月 19 日～ 

12 月９日) 

 介護保険の認定を受けているが、介護

保険サービスを利用していない 65 歳

以上の方を無作為に 1,500 人抽出しま

した(調査①の調査該当者を除きます)。 

904 人 

（60.3%） 

④これから高齢期を迎える

方の調査＜一般＞ 

(平成 16 年 11 月 19 日～ 

12 月９日) 

 住民基本台帳から介護保険の認定を

受けていない 55～64 歳の方を無作為

に 1,000 人抽出しました。 

619 人 

（61.9%） 

⑤これから高齢期を迎える

方の調査＜要介護＞ 

(平成 16 年 11 月 19 日～ 

12 月９日) 

 介護保険の認定を受けており、かつ介

護保険サービスを利用している 55～

64 歳の方を無作為に 200 人抽出しま

した。 

93 人 

（46.5%） 

⑥介護保険サービス事業者 

調査 

(平成 17 年２月８日～ 

２月 16 日） 

 区の介護保険被保険者に介護保険サ

ービスを提供している区内の 416 事業

者を対象としました。 

272 事業者 

（65.4%） 

 

 

 

 

 

 



１ 世帯構成 

 
世帯構成は「単身世帯」が 15.9％、「夫婦のみの世帯」が 40.4％であり、この両者で 56.3%
を占めています。 

単身世帯 夫婦のみの世帯 その他の世帯 無回答

ＴＯＴＡＬ

ｻﾝﾌﾟﾙ数

224615.9 40.4 39.2 4.6

(%) 

 全体 

 

 
≪経年比較≫ 
単身世帯および夫婦のみの世帯とも徐々に割合が高くなっています。平成 16 年では、この
二つの世帯が占める割合が、初めて５割を超えました。 

全体
単身世帯 夫婦のみ

の世帯
その他の
世帯

無回答

平成16年 2246 15.9 40.4 39.2 4.6
平成13年 2463 10.8 36.3 48.3 4.7
平成8年 3223 10.2 28.7 57.6 3.5
平成4年 2526 9.2 26.5 61.4 2.9

（％） 

ただし、「全体」はサンプル数 
 
[高齢者一般調査から] 

※（%）の数値の合計は100%とならない場合があります。 
 

２ 日常生活での自立状況 

  日常生活の自立状況については、各項目で80％を超える人が「できる」と回答しています。 

できる できない 無回答

(%)

ア．バスや電車を使ってひと
　　りで外出できる

イ．日用品の買い物ができる

ウ．食事の用意ができる

エ．請求書の支払いができる

オ．お金の管理ができる

ｻﾝﾌﾟﾙ数

2246

2246

2246

2246

2246

87.0

89.8

83.6

89.0

88.3

9.3

6.1

11.8

5.7

7.3

3.7

4.1

4.6

5.3

4.4

 
 
 
 
 
 

 6



 7

≪自立状況の分析≫ 

「ア～オのすべてができる」が 81.0％で、「ア～オのいずれか１つ以上できない」

が 19.0％となっています。 

ア～オのすべてができる ア～オのいずれか１つ以上できない

(%)

ＴＯＴＡＬ

ｻﾝﾌﾟﾙ数

210081.0 19.0

 

[高齢者一般調査から] 

 

３ 就労継続を希望する年齢・就労していた年齢 

  働き続けたい年齢は、「70～79 歳」くらいまでが 49.6％で最も割合が高くなって

います。また 80 歳以上までという回答も１割（80～89 歳：8.5％、90 歳以上：1.5％）

ありました。平均は 67.8 歳です。 

４９歳以下
５０歳～５９歳

６０歳～６９歳

７０歳～７９歳

８０歳～８９歳

９０歳以上

無回答
3.4

4.7

6.4

49.6

8.5

1.5

25.8

n=

2,246

 

[高齢者一般調査から] 

 

４ 町会・自治会・ボランティア・ＮＰＯ活動の参加状況（複数回答） 

 現在、「町会・自治会の活動をしている」が 6.9％、「ボランティア活動をしている」が

6.4％、「老人クラブの活動をしている」が 3.9％、「ＮＰＯ活動をしている」が 0.8％とな

っており、「活動はしていない」は 58.9％でした。また無回答が 25.6％ありました。 
 

平均値 67.8 歳

(%)

全体 

サンプル数 

2246

 (%) 



0 10 20 30 40 50 60(%)
町会・自治会の活動をしてい
る

ボランティア活動をしている

老人クラブの活動をしている

ＮＰＯ活動をしている

活動はしていない

無回答

6.9

6.4

3.9

0.8

58.9

25.6

＊町会やボランティア等いずれか

の活動をしている割合を算出し

た。 
いずれかの活動をし

ている。 
各回答は複数回答であるため、

それぞれの合計値ではない。 
15.5％ 

 
[高齢者一般調査から] 

 

５ 自身の希望する介護 

  自分が要介護状態になった場合に希望する介護は、「自宅で介護保険サービスや在宅支援サ

ービス等を利用して暮らしたい」が36.3％で最も高く、次いで「自宅で家族介護を中心に暮ら

したい」が 21.0％となっており、自宅での生活を希望する人が 57.3％を占めます。特別養護

老人ホームや病院、有料老人ホーム等の施設への入所（入院）意向はあわせて22.2％です。 

0 10 20 30 40(%)
自宅で介護保険や在宅支援サ
ービス等利用し暮らしたい

自宅で家族介護を中心に暮ら
したい

特別養護老人ホーム等の施設
に入所したい

介護してくれる病院に入院し
たい

有料老人ホームに入所したい

その他

わからない

無回答

36.3

21.0

9.7

8.9

3.6

1.6

12.2

6.7

 

[高齢者一般調査から] 

 

６ 住居形態 

  住居形態は「一戸建ての持ち家」の割合が 69.4％で最も高く、「分譲マンション」（8.5％）

をあわせた『持ち家率』は77.9％で約８割となっています。 

 8



0 10 20 30 40 50 60 70(%)

一戸建ての持ち家

民間の賃貸アパート・マンシ
ョン

分譲マンション

都営住宅・区営住宅

ＵＲ賃貸住宅（旧公団住宅）
・公社賃貸住宅

社宅・官舎・寮

有料老人ホーム

その他

無回答

69.4

8.9

8.5

6.7

3.3

0.4

0.0

1.9

0.8

 

[高齢者一般調査から] 

７ 健康について知りたいこと（３つまで回答） 

 健康について知りたいことは、「認知症（痴ほう）の予防について」（28.5％）、「がんや糖尿病

等の生活習慣病の予防について」（25.6％）、「栄養・食生活について」（24.4％）が上位３項目と

なっています。一方、健康について知りたいことが「特にない」が22.7％となっています。 

0 10 20 30(%)
認知症（痴ほう）の予防につ
いて

がんや糖尿病等の生活習慣病
の予防について

栄養・食生活について

気分転換・ストレスの解消法
について

寝たきりの予防について

運動の方法について

骨折等の予防について

介護予防について

虫歯や歯周病の予防について

その他

特にない

無回答

28.5

25.6

24.4

17.7

16.0

15.9

13.2

12.0

7.1

2.1

22.7

9.1

 
[高齢者一般調査から] 
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８ 要介護状態になった主なきっかけ 

  要介護状態になった主なきっかけは「ひざや腰等の関節の痛み」が22.9％で最も高く、次い

で「脳血管疾患」（16.7％）、「骨粗しょう症、骨折」（13.0％）となっています。老化現象と生

活習慣病という区分でみると、「ひざや腰等の関節の痛み」「骨粗しょう症、骨折」などの老化

現象が48.5％と高く、「脳血管疾患」「高血圧」などの生活習慣病が33.7％となっています。 

   
0 10 20 30(%)

ひざや腰等の関節の痛み

脳血管疾患

骨粗しょう症、骨折

高血圧症

認知症（痴ほう）

心疾患

糖尿病

パーキンソン病

老衰

呼吸器疾患

アルツハイマー病

泌尿器の疾患

眼科疾患

胃腸疾患

腎疾患

神経痛

肝疾患

高脂血症

歯科・口腔疾患

その他

無回答

22.9

16.7

13.0

9.6

8.3

7.0

5.3

5.1

4.3

4.1

4.1

3.7

3.2

2.6

1.8

1.7

1.4

1.3

0.6

13.2

4.0
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[介護保険サービス利用者調査から]

９ 要介護認定申請の理由（２つまで回答） 

  介護保険の要介護認定の申請をした理由は、「身の回りの行為が負担になってきたから」

（34.1％）と「家事・料理、洗濯、掃除等が負担になってきたから」（33.0％）が主なもので

す。次いで、「医師、看護師から勧められた」（24.1％）、「家族に勧められた」（17.8％）、「必

要時にサービスを受けるため事前に認定申請した」（17.3％）、「買い物や外出が負担になって

きた」（16.5％）となっています。 



0 10 20 30 40(%)
身の回りの行為が負担になっ
てきたから

家事・調理、洗濯、掃除等が
負担になってきたから

医師、看護師から勧められた

家族に勧められた

必要時にサービスを受けるた
め、事前に認定申請した

買い物や外出が負担になって
きたから

通院等に手助けがほしくなっ
てきたから

介護保険の施設入所を希望し
ているから

友人・知人等に勧められた

住宅改修または福祉用具購入
のみ利用するから

とりあえず、自分の要介護度
を知りたく、申請した

その他

無回答

34.1

33.0

24.1

17.8

17.3

16.5

11.2

7.5

5.6

4.0

2.6

5.9

5.1

   
[介護保険サービス利用者調査から]  

 

10 介護サービス利用者の生活状況 

  介護サービス利用者の生活状況は次のようになっています。 

 (1) 自分の健康状態については、「非常に健康」と考える人と「まあ健康」な人とあわせると

32.8％が健康と考えています。「あまり健康ではない」人は 30.8％、「健康ではない」人は

26.2％となっています。 

非常に健康 まあ健康 あまり健康で
ない

健康ではない 無回答

ＴＯＴＡＬ

ｻﾝﾌﾟﾙ数

19601.1 31.7 30.8 26.2 10.3
全体 

   [介護保険サービス利用者調査から] 
 

 (2) ふだんの食事について、「自分はしないが家族が調理してくれる」が 56.7％、「ヘルパー

が調理してくれる」が 20.3％、「いつも自分で調理する」が 15.6％となっています。また、

「外食を利用する」は14.6％、「配食を利用する」が12.8％となっています。（複数回答） 
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0 10 20 30 40 50 60(%)
自分はしないが家族が調理し
てくれる

ヘルパーが調理してくれる

いつも自分で調理する

外食を利用する

配食を利用する

時々自分で調理する

その他

無回答

56.7

20.3

15.6

14.6

12.8

12.4

7.6

3.9
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[介護保険サービス利用者調査から] 

 (3) 外出時の介助の必要性については、「交通機関を使って一人で外出できる」が11.1％、「補

助具を使いながら交通機関を利用し一人で外出できる」が 11.1％、「バスや電車等交通機関

を使わない範囲内で外出できる」が 10.4％であり、一人で外出できる人の合計は 32.6％で

す。「介助者がいなければ外出できない」人が54.7％、「寝たきりで外出できない」人が6.8％

となっています。 

交通機関を
使って一人
で外出でき
る

補助具を使
いながら交
通機関を利
用し一人で
外出できる

バスや電車
等交通機関
を使わない
範囲内で外
出ができる

介助者がい
なければ外
出できない

寝たきりな
ので、外出
できない

無回答

ＴＯＴＡＬ

ｻﾝﾌﾟﾙ数

196011.1 11.1 10.4 54.7 6.8 5.9
全体 

   

 
 [介護保険サービス利用者調査から] 
 

11 介護サービスを利用している時の要介護者の様子（複数回答） 

  介護サービスを利用している時の要介護者は「満足している様子である」が54.4％で最も高

く、「担当するスタッフの方により異なる」が 21.7％、「何かを我慢している様子である」が

9.8％となっています。 
 
 



0 10 20 30 40 50 60(%)

満足している様子である

担当するスタッフの方により
異なる

何かを我慢している様子であ
る

いつも無表情である

不機嫌そうである

その他

無回答

54.4

21.7

9.8

6.8

2.1

5.8

14.8
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[介護保険サービス利用者調査から] 

12 介護保険の相談・苦情先（複数回答） 

  介護保険に関する相談や苦情は「担当のケアマネジャー」が最も高く63.2％で、次いで「区

の介護保険課または福祉事務所」が12.2％となっています。 

0 10 20 30 40 50 60 70(%)

担当のケアマネジャー

区の介護保険課または福祉事
務所

在宅介護支援センター

サービス事業者

医師

民生委員

保健福祉サービス苦情調整委
員

都の国保連合会

その他

どこにしていいかわからない

相談・苦情は特にない

無回答

63.2

12.2

6.5

6.2

6.1

0.5

0.5

0.2

2.2

6.4

14.2

8.3

   
 

 [介護保険サービス利用者調査から]
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13 主な家族介護者 

  主な家族介護者の続柄は、「子」が 41.0％で最も高く、次いで「妻」（27.9％）、「夫」 

 （13.8％）、「子の妻」（11.3％）となっています。性別は、「男性」が 24.0％、「女性」 

 が 64.6％、年齢は、「60 歳代」が 25.7％、「70 歳代」が 25.2％、「80 歳以上」が 10.1％ 

 で、60 歳以上の介護者が 61.0％を占めています。[介護保険サービス利用者調査から] 
 

14 介護サービスの未利用理由（３つまで回答） 

  介護保険の要支援・要介護認定者で、現在介護サービスを利用していない人の主な

理由は、「自分で身の回りのことをするように努力している」が 47.5％で最も高く、

次いで「家族等の介護がある」（29.1％）、「できるだけ他人の世話になりたくない」

（26.2％）となっています。 

  

0 10 20 30 40 50
(%)

自分で身の回りのことをする
ように努力している

家族等の介護がある

できるだけ他人の世話になり
たくない

介護保険サービスを使うほど
具合が悪くない

病院や診療所に入院中

他人に家に入られるのに抵抗
がある

介護保険サービスの使い方が
よくわからない

介護保険サービスを使うのに
料金が高い

使いたい介護保険サービスが
ない

介護保険外サービスを使って
いる

介護保険制度に不信感を持っ
ている

介護保険事業に不満があった

利用しようとしたが、事業者
から断られた

近くに介護保険事業者がいな
い

その他

無回答

47.5

29.1

26.2

18.6

13.6

10.1

7.5

3.0

2.3

1.7

1.4

1.1

0.8

0.7

3.9

22.0

 

 

 

 

 

[介護保険サービス未利用者調査から] 



15 今後力を入れるべき高齢者施策（３つまで回答） 

  今後力を入れるべき高齢者施策は、「ホームヘルパー等の在宅支援サービスの充実」（29.5％）、

「特別養護老人ホーム等の介護保険施設の整備」（28.5％）、「要介護状態にならないようにす

る介護予防の充実」（27.9％）が上位３項目となっています。次いで20％以上の項目は、「健康

管理・健康づくりへの支援」（23.1％）、「寝たきり・要介護の高齢者に対する支援」（22.3％）、

「防犯・防災対策」（20.0％）となっています。 

0 10 20 30(%)
ホームヘルパー等の在宅支援
サービスの充実

特別養護老人ホーム等の介護
保険施設の整備

要介護状態にならないように
する介護予防策の充実

健康管理・健康づくりへの支
援

寝たきり・要介護の高齢者に
対する支援

防犯・防災対策

高齢者が住みやすい住宅への
支援

生きがい支援

認知症（痴ほう性）高齢者の
支援

公共的建物や道路、公園等の
バリアフリー化

地域におけるボランティア活
動・組織の支援

就労支援

その他

特にない

わからない

無回答

29.5

28.5

27.9

23.1

22.3

20.0

18.4

17.1

11.9

10.7

5.4

3.6

1.0

3.3

4.4

8.8
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 [高齢者一般調査から] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 16

[３] 計画の基本理念等 

 

  高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画に共通する「基本理念」を定める

とともに、基本理念を実現するため解決すべき課題として「施策課題」を設定し

ました。 

第２章の各論では、施策課題に基づき、施策および個別事業を展開しています。 

 

 １ 基本理念 

   ３つの基本理念を定めました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆高齢者の尊厳を大切にする 

  人間性が尊重され、高齢になっても、心身の機能が衰えても、要介護状態

になっても、尊厳を保ち自分らしく生活できる社会を目指します。 
 

◆高齢者の自立と自己決定を尊重する 

  自らの意思や能力に応じ自立した生活が可能であり、自らサービスを選択・ 
決定できる社会を目指します。 

  
◆高齢者の社会参加と地域の支え合いを促進する 

  地域社会の一員として活躍でき、地域の人々が連帯し、ともに支えあう 
社会を目指します。 



 ２ 施策課題 
   基本理念のもと、６つの施策課題を定めました。 
 
   [施策課題Ⅰ 多様な社会参加の促進 22～26ページ] 
 

 高齢者の健康を保持増進するために、また、高齢者の元気な力を活かし
活力あふれる地域社会を築くために、高齢者の社会参加が促進されるよう
取り組みます。 

 
 
 

  
   [施策課題Ⅱ 健康の保持増進 27～36ページ] 
 

    健康で長生きするという「健康寿命」を延伸していくため、高齢者自身
が生活習慣病予防や介護予防などを実践できるよう体制の整備に取り組み
ます。 

 
 
 

  
   [施策課題Ⅲ 特定（虚弱）高齢者への支援 37～41ページ] 
 

    要支援・要介護になる前から介護予防を推進するため、介護保険制度に
位置付けられた地域支援事業（介護予防事業）の充実を図り、特定（虚弱）
高齢者の自立支援に取り組みます。 

 
 
 

  
   [施策課題Ⅳ 要支援・要介護高齢者への支援 42～51ページ] 
 

    介護保険制度の改正内容を踏まえ、新予防給付や地域密着型サービスな
ど新たなサービスをはじめとする介護保険サービスの充実とサービスを円
滑に利用するための支援に取り組みます。 

 
 
 

  
   [施策課題Ⅴ 保健福祉基盤整備と住まいの支援 52～62ページ] 
 

    高齢者が自立し安心して生活できるよう、特別養護老人ホームなどの施
設の誘致・充実を図るとともに、住まいづくりの支援に取り組みます。 

 
 

  
   [施策課題Ⅵ 連携と支え合いの仕組みづくり 63～70ページ] 
 

    地域の保健・医療・福祉の関係機関の連携のもと、必要なサービスの提
供や、保健・医療・福祉に関するさまざまな相談に応じられる体制の整備
に取り組みます。 
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高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

 ◆高齢者の尊厳を大切にする 

 ◆高齢者の自立と自己決定を尊重する 

 ◆高齢者の社会参加と 

地域の支え合いを促進する 

Ⅰ 多様な社会参加の促進 

 Ⅱ 健康の保持増進 

 Ⅲ 特定（虚弱）高齢者への支援 

 Ⅳ 要支援・要介護高齢者への支援 

 Ⅴ 保健福祉基盤整備と住まいの支援 

 Ⅵ 連携と支え合いの仕組みづくり 

《施策課題》 

《基本理念》 




